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【公園予定地】

【駅東ブロックにおける密集事業】

【上一東防災マップ】

（平成 27 年 3月現在）

上十条一丁目東町会の避難広場（旧称：避難場所）は十条台・北区中央公園一帯
地区別避難場所は十条富士見中学校です。

このニュースは、十条地区まちづくり全体協議会駅東ブロック
（上十条一丁目）にお住いの皆さまに配布しています。

事務局：北区役所　まちづくり部　十条まちづくり担当課
北区王子本町１－１５－２２　電話：０３－３９０８－９１６２（直通）
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◇ 第26回ブロック部会（H26.10.22)
【議題】
○ ＪＲ埼京線沿線のまちづくりについて
【報告】
○ 十条地区のまちづくりの進捗状況について

◇ 第27回ブロック部会（H26.12.9)
【議題】
○ 十条駅付近沿線まちづくり基本計画（案）について

◇ 第28回ブロック部会（H27.3.11)
【議題】
○ ＪＲ埼京線（十条駅付近）連続立体交差化計画 
および関連道路（駅東側）等の計画について

このまちづくりニュースは、平成26年度に行われた駅東ブロック部会の活動内容について掲載しています。
平成26年度のブロック部会に参加できなかった方も、平成27年度は、ぜひご参加ください。

十条駅周辺の防災性の状況について、第 26回ブロック部会
で説明を行いました。

防災性の指標のひとつである「不燃領域率（※）」について、平
成 13 年と 23 年を町丁目ごとに比較すると、全ての地区で上
昇しています（燃えにくくなっています）。このうち上十条三丁目
が 60～ 80％にあり高い値を示しています。

駅東ブロック部会では、防災マップの
更新を進めており、平成 25年度は「上
一西防災マップ」を更新し、上十条一丁
目西町会を対象に配付しました。

平成 26年度は、更新した「上一東防
災マップ」を、上十条一丁目東町会を対
象に配付します。

この防災マップは、みなさんの身近に
ある消火栓や消火器などの位置を示して
います。いざというときに備えて、各家庭
や地域で活用していただきたいと考えて
います。

上十条１丁目、中十条１･２･３丁目地
区の密集事業について、第 26 回ブロッ
ク部会で説明を行いました。

説明の内容は、主要生活道路の【中区
間】および【南区間】の整備と、公園の整
備についてです。

平成 26年度現在で、【中区間】におい
て約５割の用地を取得しています。また
【公園予定地】は約 440㎡を取得してい
ます。

平成 27年度は、【公園予定地】につい
て、ワークショップという手法で、地域の
方々からご意見を伺い、整備の方向性や
管理の方法などを検討して参りたいと考
えています。

※：市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、
公園などの空地の状況から算出し、不燃領域率が70％を超え
ると延焼による焼失率はほぼ０になると考えられている。

　【第28回ブロック部会の様子】

平成 26年度は、以下のとおりブロック部会を３回開催し、駅東のにぎわ
いと住まい環境のあり方や、ＪＲ埼京線の立体交差化と一体となった十条駅
付近沿線のまちづくりについて話し合いました。

平成 27 年度は、引き続きＪＲ埼京線の鉄道立体交差化を踏まえた十条
駅付近沿線のまちづくりについて話し合いをしていきます。



① 環状第７号線～十条四間通り
　・木造住宅密集市街地の改善
　・駅付近の道路網の強化

② 十条四間通り～フジサンロード
　・木造住宅密集市街地の改善
　・駅付近の道路網の強化
　・歩行空間の確保

③ フジサンロード～補助第 85号線
　・消防活動困難区域の解消
　・駅付近の道路網の強化
　・歩行空間の確保
　・東口駅前の基盤整備

④ 補助第 85号線～十条富士見中
　・駅付近の道路網の強化
　・歩行空間の確保

【道路整備の考え方】

出典：十条駅付近沿線まちづくり基本計画
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平成 26年 12月に「十条駅付近沿線まちづくり基本計画（案）」を策定し、第 27回ブロック部会において説
明を行いました。

これは、十条駅付近沿線の区域におけるまちづくりを着実に展開するための計画を示すもので、１．防災性の
向上、２．道路の整備、３．「にぎわい拠点」の整備をまちづくりの方針としており、JR埼京線の東側において、鉄
道に沿って新たな道路整備や広場の事業化を目標としています。

【まちづくりの方針】
１．防災性の向上…１－Ａ. 木造住宅密集市街地の改善、１－Ｂ. 消防活動困難区域の解消
２．道路の整備…２－Ａ. 駅付近道路網の強化、２－Ｂ. 歩行空間の確保
３．「にぎわいの拠点」の整備 …３－Ａ. 東口駅前の基盤整備、３－Ｂ. 安全で良好な環境の住宅地形成

ブロック部会では、『鉄道の東側になぜ新たな道路が必要か』　、『今ある道路を活かせないのか』といったご
意見がありました。これに対して区は、『震災時にも対応できるよう消防活動困難区域の解消や、東口駅前の基
盤整備と活性化、十条駅周辺道路ネットワークの充実などのために必要な道路と考えています。４ｍ未満の道路
を４ｍにするという建築基準法の原則となる道路幅員とは別に、震災時に火災が発生した場合は、ブロック塀が
崩れることなどを想定すると幅
員６ｍ以上が防災上有効な道
路と考えています。』との説明を
行いました。

また、『連続立体化の早期実
現のために、この基本計画（案）
をつくり、国や東京都に示すと
いうことか』というご質問があ
り、『この基本計画（案）は、鉄道
の立体化の早期実現を含む十
条地区まちづくりを進めるため
の取り組みとして、具体的な事
業の実施に向けた指針となるも
のです。』との説明を行いました。

なお、本基本計画（案）は、ブ
ロック部会におけるご意見等を
踏まえて修正し、平成 27 年１
月に、基本計画として策定しま
した。この内容は、区のホームペ
ージ等で紹介しています。

【連続立体交差計画の概略図】

【構造形式による比較】注釈※２の補足

平成 27年 2月2日・3日に、十条駅付近の連続
立体交差化計画および関連する道路計画の都市計
画素案説明会が開催されたことを受け、第 28 回ブ
ロック部会で説明を行いました。鉄道の計画は、十条
駅付近を中心に約 1.5kmの区間を高架化し、6箇所
の踏切を除却し、連続的に立体交差化するものです。

道路の計画は、鉄道の東側に沿って、鉄道付属街路
として防災性向上や駅周辺の道路ネットワーク整備、
歩行空間の確保などのために、新たな主要生活道路
や広場を確保する目的となっていますが、鉄道の連続
立体交差化の工事中は道路用地が仮線用地としても
活用されます。

ブロック部会では『昭和 58 年に区議会が地下化
を決議したのに、なぜ高架なのか』といったご意見が
ありました。これに対して区は『かつて、地下化の決議
がありましたが、直近の区議会の決議（※1）は、全会
一致で「連続立体交差事業が適切な構造形式により、

早期に事業化されるよう、強く求めるものである」と
あります。都市計画の決定権者で事業主体である東
京都の構造形式の選定（※2）については、尊重したい
と考えています。』と説明しました。

また、『工事終了後の仮線用地を側道にする必要が
あるのか』というご意見があり、これに対して『十条駅
付近沿線まちづくり基本計画に基づき、十条駅周辺
の現状や課題を踏まえ、鉄道付属街路の計画を素案
として示しました。十条駅東側は、密集事業によるま
ちづくりを進めていますが、この事業が完了したとし
ても、消防活動困難区域が残ること、また、連続立体
交差化にあわせ駅付近の道路網の強化や広場の確
保、歩行空間の確保を図るため、都市計画道路として
整備していきたいと考えています。』と説明しました。

※１：平成 26 年６月の北区議会第２定例会における決議
※２：鉄道周辺の地形の条件、除却する踏切の数などの計画的条件、

各構造形式の事業費・事業期間などの事業的条件を基に総合
的に判断し、選定

構造形式 高架化 地下化
地形条件

踏切除却数

事業費

出典：パンフレット「東日本旅客鉃道赤羽線（埼京線）十条駅付近の連続立体交差化計画
および関連する道路計画について」（ただし、一部加工）
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